
議
案
第
四
十
三
号 

 
 
 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
依
頼
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。 

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提
出
者 

 

中
央
区
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

平 
 

林 
 

治 
 

樹 

 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
中
央
区
条
例
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
十
五
条
第
一
項
各
号
中
「
人
事
委
員
会
が
」
を
「
教
育
委
員
会
規
則
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
人
事
委

員
会
が
」
を
「
教
育
委
員
会
規
則
で
」
に
改
め
、
「
た
だ
し
、
運
賃
等
相
当
額
を
支
給
対
象
期
間
内
で
通
勤
手
当
が
支
給
さ

れ
る
月
の
数
（
以
下
「
支
給
月
数
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
五
千
円
に
当

該
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
支
給
月
数
」
を
「
支
給
対
象
期
間
内
で
通
勤
手
当
が
支
給
さ

れ
る
月
の
数
（
以
下
「
支
給
月
数
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
人
事
委
員
会
が
」
を
「
教
育
委
員
会
規
則

で
」
に
、
「
運
賃
等
相
当
額
及
び
前
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
「
（
そ
の
額
を
支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額
が
五
万
五

千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
五
千
円
に
当
該
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
人
事
委
員
会

が
」
を
「
教
育
委
員
会
規
則
で
」
に
、
「
で
そ
の
利
用
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相

当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
を
「
（
以
下
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
を
支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
万
円
に
当
該
支
給
月
数
を
乗
じ

て
得
た
額
）
」
を
「
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
同
項
」



を
「
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
当
該

適
用
の
直
前
の
住
居
（
当
該
住
居
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の

た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
任
用
の
事
情

等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
そ
の
他
前
項
」
に
、
「
人
事
委
員
会
が
」
を
「
教
育
委
員
会

規
則
で
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

７ 

前
各
項
の
教
育
委
員
会
規
則
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
五
条
第
五
項
中
「
人
事
委
員
会
が
」
を
「
教
育
委
員
会
規
則
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

運
賃
等
相
当
額
（
交
通
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
、
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
及

び
特
別
料
金
等
相
当
額
（
新
幹
線
鉄
道
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
を
そ
れ
ぞ
れ
支
給
月
数
で

除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
五
万

円
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

別
表
第
三
中
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
説 

明
） 

 
 

人
材
確
保
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
点
や
働
き
や
す
い
環
境
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
及
び
都
に
お
い

て
、
令
和
七
年
四
月
か
ら
職
員
の
通
勤
手
当
の
支
給
上
限
額
を
引
き
上
げ
た
ほ
か
、
新
幹
線
等
通
勤
の
支
給
要
件
が
緩

人
事
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 
通
勤
が
困
難
で
 

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
 



和
さ
れ
、
本
区
に
お
い
て
も
、
同
様
の
課
題
を
有
し
て
い
る
こ
と
や
地
域
特
性
を
踏
ま
え
、
条
例
の
一
部
を
改
正
し
、

職
員
に
支
給
す
る
通
勤
手
当
の
支
給
上
限
額
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
新
幹
線
等
の
利
用
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給

要
件
を
緩
和
す
る
た
め
、
こ
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。 



新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 
○ 
中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
中
央
区
条
例
第
二
十
三
号
） 

 
 

新 

旧 

（
通
勤
手
当
） 

（
通
勤
手
当
） 

第
十
五
条 

通
勤
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。 

第
十
五
条 

通
勤
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。 

一 

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下
「
交
通
機
関
等
」 

と
い
う
。
）
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又
は
料
金
（
以
下
「
運
賃
等
」
と
い

う
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し

な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で
徒
歩

に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
） 

 

一 

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下
「
交
通
機
関
等
」

と
い
う
。
）
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又
は
料
金
（
以
下
「
運
賃
等
」
と
い

う
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し

な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
人
事
委
員
会
が 

 

定
め

る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で
徒
歩

に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
） 

二 

通
勤
の
た
め
自
転
車
そ
の
他
の
交
通
の
用
具
で
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
も
の
（
以
下
「
自
転
車
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
を
常

例
と
す
る
職
員
（
自
転
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
と
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
以
外
の
職
員
で

あ
っ
て
、
自
転
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と

し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及

び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
） 

二 

通
勤
の
た
め
自
転
車
そ
の
他
の
交
通
の
用
具
で
人
事
委
員
会
が 

 

定
め
る
も
の
（
以
下
「
自
転
車
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
を
常

例
と
す
る
職
員
（
自
転
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
と
人
事
委
員
会
が 

 

定
め
る
職
員
以
外
の
職
員
で

あ
っ
て
、
自
転
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と

し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及

び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
） 

三 

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
等
を
負
担
し
、
か

つ
、
自
転
車
等
を
使
用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等

を
利
用
し
、
又
は
自
転
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
と
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
以
外
の
職
員
で

あ
っ
て
、
交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
転
車
等
を
使
用
し
な

三 
通
勤
の
た
め
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
等
を
負
担
し
、
か

つ
、
自
転
車
等
を
使
用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等

を
利
用
し
、
又
は
自
転
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
と
人
事
委
員
会
が 

 

定
め
る
職
員
以
外
の
職
員
で

あ
っ
て
、
交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
転
車
等
を
使
用
し
な



新 

旧 
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
） 

い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
） 

２ 

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

２ 

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員 

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
支
給
対
象
期
間
（
六
か
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
。
以
下
同
じ
。
）
の
通
勤
に
要

す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

一 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員 

人
事
委
員
会
が 

 

定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
支
給
対
象
期
間
（
六
か
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
人
事
委
員
会
が 

 

定
め
る
期
間
。
以
下
同
じ
。
）
の
通
勤
に
要

す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）

た
だ
し
、
運
賃
等
相
当
額
を
支
給
対
象
期
間
内
で
通
勤
手
当
が
支
給
さ

れ
る
月
の
数
（
以
下
「
支
給
月
数
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
額
が
五

万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
五
千
円
に
当
該
支
給
月
数
を
乗
じ

て
得
た
額 

 

二 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員 

別
表
第
三
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及

び
自
転
車
等
の
片
道
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
に
掲
げ
る
額

に
支
給
対
象
期
間
内
で
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
る
月
の
数
（
以
下
「
支

給
月
数
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額 

二 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員 

別
表
第
三
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及

び
自
転
車
等
の
片
道
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
に
掲
げ
る
額

に
支
給
月
数
当
額
を
支
給
対
象
期
間
内
で
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
る
月

給
月
数
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額 

三 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、

自
転
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合

の
通
勤
距
離
、
交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
転
車
等
の
使
用
距
離
等

の
事
情
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
前
二

号 
 
 
 
 
 
 

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
又
は
前
号
に
掲

げ
る
額 

 

三 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、

自
転
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合

の
通
勤
距
離
、
交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
転
車
等
の
使
用
距
離
等

の
事
情
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
が 

 

定
め
る
区
分
に
応
じ
、
運
賃

等
相
当
額
及
び
前
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
を
支
給
月
数
で

除
し
て
得
た
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
五
千
円
に
当

該
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
又
は
前
号
に
掲

げ
る
額 



新 

旧 
３
幼
幼
稚
園
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
幼
稚
園
の
移
転
に
伴
い
、
通

勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
異
動
又
は
幼
稚
園
の
移
転
の
直
前
の
住
居
（
当

該
住
居
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
住
居
を
含

む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別
急
行
列
車
そ
の
他
の

交
通
機
関
等
（
以
下
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
い
う
。
） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を

利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の

額
か
ら
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を

減
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
支
給
対
象
期
間
の
通

勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
特
別
料
金
等
相

当
額
」
と
い
う
。
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
合
計
額

と
す
る
。 

３
幼
幼
稚
園
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
幼
稚
園
の
移
転
に
伴
い
、
通

勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
人
事
委
員
会
が 

 

定
め
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
異
動
又
は
幼
稚
園
の
移
転
の
直
前
の
住
居
（
当

該
住
居
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が 

 

定
め
る
住
居
を
含

む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別
急
行
列
車
そ
の
他
の

交
通
機
関
等
で
そ
の
利
用
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
通

勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を

利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の

額
か
ら
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を

減
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会

が 
 

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
支
給
対
象
期
間
の
通

勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
を

支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
万
円
に
当

該
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
合
計
額

と
す
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
は
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者

の
う
ち
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
当
該
適
用
の

直
前
の
住
居
（
当
該
住
居
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、

そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の

（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限

る
。
）
そ
の
他
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
均

衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
は
、
同
項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
の
他
前
項 

 

の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
均

衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が 

 

定
め

る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 



新 

旧 
５ 
運
賃
等
相
当
額
（
交
通
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
合
計
額
）
、
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
（
新

幹
線
鉄
道
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
を
そ
れ

ぞ
れ
支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
職
員

の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
五
万
円
に
支

給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

６ 

通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ
き
、
離
職
そ
の
他
の
教
育
委
員
会

規
則
で
定
め
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
に
、
支
給
対
象
期

間
の
う
ち
こ
れ
ら
の
事
由
が
生
じ
た
後
の
期
間
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会

規
則
で
定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ
き
、
離
職
そ
の
他
の
人
事
委
員
会

が 
 

定
め
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
に
、
支
給
対
象
期

間
の
う
ち
こ
れ
ら
の
事
由
が
生
じ
た
後
の
期
間
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会

が 
 

定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

前
各
項
の
教
育
委
員
会
規
則
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

 

８ 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

別
表
第
３
（
第
１
５
条
関
係
） 

別
表
第
３
（
第
１
５
条
関
係
） 

職
員
の
区
分
 

   自
転
車
等
の
 

片
道
の
使
用
距
離
 

の
区
分

 

１
 
２
以
外
の
職
員
 ２
 
身
体
に
障
害
の
あ
る

職
員
で
通
勤
が
困
難
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
し
て
教
育
委
員
会

規
則
で
定
め
る
も
の
 

５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
か
ら
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
項
ま
で
 

（
略
）

 
 

職
員
の
区
分
 

   自
転
車
等
の
 

片
道
の
使
用
距
離
 

の
区
分

 

１
 
２
以
外
の
職
員
 ２
 
身
体
に
障
害
の
あ
る

職
員
で
人
事
委
員
会
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

通
勤
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
 
 

５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
か
ら
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
項
ま
で
 

（
略
）

 
 

 
 
 

附 

則 
 



新 

旧 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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